
１　都民の声

（１）　受付件数の推移

（２）　性質別　件数内訳

上半期 下半期 計 上半期 下半期 計

　苦情 814 1,045 1,859 1,213 1,221 2,434

（割合） 63.8% 75.3% 69.8% 69.9% 68.4% 69.1%

　要望 163 151 314 157 192 349

（割合） 12.8% 10.9% 11.8% 9.0% 10.8% 9.9%

　提言 22 25 47 79 40 119

（割合） 1.7% 1.8% 1.8% 4.6% 2.2% 3.4%

　意見 277 167 444 286 333 619

（割合） 21.7% 12.0% 16.7% 16.5% 18.6% 17.6%

1,276 1,388 2,664 1,735 1,786 3,521

2.4%

256

14.0%

計 1,826

別紙

1,293

70.8%

233

12.8%

44

都民の声（教育・文化）について［平成２９年度上半期（４月～９月）］

分　類
２７年度 ２８年度 ２９年度

上半期
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２９年度 

上半期： 4月～9月 
下半期：10月～3月 

２７年度 ２８年度 

 ２９年度上半期の性質別件数では、「苦情」が最多で、１,２９３件（７０．８％）である。 
 
 ２番目は「意見」が２５６件（１４.０％）、３番目は「要望」が２３３件（１２.８％）である。 
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（３）　分野別　件数内訳

上半期 下半期 計 上半期 下半期 計

　教 職 員 496 366 862 451 512 963

（割合） 38.9% 26.4% 32.4% 26.0% 28.7% 27.3%

　生徒指導 323 334 657 392 375 767

（割合） 25.3% 24.1% 24.7% 22.6% 21.0% 21.7%

　学校運営 129 257 386 262 216 478

（割合） 10.1% 18.5% 14.5% 15.1% 12.1% 13.6%

　教育施設 14 21 35 27 15 42

（割合） 1.1% 1.5% 1.3% 1.6% 0.8% 1.3%

　社会教育 92 78 170 66 45 111

（割合） 7.2% 5.6% 6.4% 3.8% 2.5% 3.1%

　健康管理 3 4 7 9 14 23

（割合） 0.2% 0.3% 0.3% 0.5% 0.8% 0.7%

　福利厚生 0 1 1 1 1 2

（割合） 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1%

　そ の 他 219 327 546 527 608 1,135

（割合） 17.2% 23.6% 20.5% 30.3% 34.0% 32.2%

1,276 1,388 2,664 1,735 1,786 3,521

1

0.1%

577

31.6%

計 1,826

16

1.0%

167

9.1%

24

1.3%

452

24.7%

382

20.9%

207

11.3%

分　類
２７年度 ２８年度 ２９年度

上半期

２９年度上半期の分野別件数では、他の分野に属さない「その他」を除くと、「教職員」に関
するものが最多で４５２件（２４．７％）、主なものは、「教職員の服務、接遇等に関するもの
（体罰等を除く）」（２２７件)、「教職員による児童・生徒への体罰、不適切な指導等に関す
るもの」（１４６件）である。

２番目は「生徒指導」に関するものが３８２件（２０．９％）、主なものは、「生活指導・行
事・部活動等に関するもの」（１９９件）である。

３番目は「学校運営」に関するものが２０７件（１１．３％）、主なものは、「学校の管理・
運営に関するもの」（１９３件）である。
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（４）多数を占めたテーマ・特徴的なテーマの件数及び事例  

 

テーマ 件 数 概  要 対  応 

教職員の服務・接遇

等に関するもの（体

罰等を除く。） 

〔分野：教職員〕 

２２７件 都立学校の教員が、ＳＮ

Ｓに同僚の言動を批判する

内容を投稿しています。こ

の教員が在籍する学校は、

よい生徒指導をしているだ

けに、教員の行為はとても

残念です。当該教員に対し、

こうした投稿を止めるよう

に指導してください。 

校長が当該教員にＳＮＳ

の内容を確認したところ、

申出者が指摘する内容の投

稿がありました。校長は同

教員に教育公務員としての

立場を自覚するように厳し

く指導し、その場でＳＮＳ

を閉鎖させました。 

生活指導・行事・部

活動等に関するも

の 

〔分野：生徒指導〕 

 

１９９件 

 

都立高校生の自転車マナ

ーが悪く、歩道を走ったり、

スピードを出して走ったり

しているので危険です。 

教員が校門前で指導して

いますが、特に状況がひど

い校門までの数十メートル

の間でも指導してくださ

い。 

当該校では、教員が校門

付近において自転車で登校

する生徒に対し歩行者に接

触しないように指導すると

ともに、自転車で走行する

際の注意喚起を促す看板を

設置しています。 

この度の御意見を受けま

して、指導する教員を増や

し、校門付近だけでなく危

険が予測される場所まで指

導に当たる範囲を広げまし

た。 

また、自転車交通ルール

の遵守とマナー向上に関す

るポスターを作成し、教室

に掲示しました。 
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学校の管理・運営に

関するもの 

〔分野：学校運営〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

１９３件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子供の教育相談のために

学校に行くことがあります

が、いつ行ってもトイレ洗

面所の手洗い石けんが切れ

ています。子供達の衛生管

理のために石けんの補充の

徹底をお願いします。 

石けんによる手洗いの励

行は衛生管理上重要です。 

当該校では、石けん補充

を含めトイレ清掃を委託し

ており、今回の申出を受け

て、副校長からトイレ清掃

契約業者に対し、石けんの

補充を確実に行うよう指示

しました。 

都立高校の近隣住民です

が、夜間に水泳の授業で屋

外プールを使用する際の騒

音に悩まされています。拡

声器や笛を使うのでうるさ

く、子供の就寝時間に重な

るため困っています。プー

ルの使用時間をもう少し早

くできないか検討をお願い

します。 

当該校は昼夜間定時制の

ため、夜間にも水泳の授業

を行うことになります。水

泳の授業で屋外プールを使

用する際は、生徒の安全確

保など必要がある場合を除

き拡声器を使用しないなど

騒音が出ないよう配慮して

います。こうした学校の取

組については、町内会から

住民の方にお知らせいただ

いているところですが、今

後も水泳の授業を行う際

は、必要以上の音が出ない

よう配慮していきます。 

教職員による児童・ 

生徒への体罰、不適 

切な指導等（体罰、 

暴言、セクハラ等） 

〔分野：教職員〕 

１４６件 都立学校の保護者です

が、学年末考査において、

教員が自分の担任する生徒

に対し「100 点を取ったら

ごちそうをする」という発

言をし、100 点を取った生

徒数名に焼肉をごちそうし

たと聞きました。このよう

な指導があっていいのでし

ょうか。また、こうした指

導を自分のクラスだけに行

い、他のクラスの生徒に不

公平感を与えています。不

適切な指導だと思いますの

で、改善を求めます。 

管理職から当該教員に対

し厳重注意を行い、責任あ

る言動に心掛け、二度と同

様の生徒指導を行わないよ

う指導しました。また、全

教員に対し、生徒への指導

方法について注意喚起しま

した。 

4



 

図書館の管理・運営

に関するもの 

〔分野：社会教育〕 

 

１４０件 都立図書館複写郵送サー

ビスを、ホームページを通

じて申し込み、その後郵送

されてきた書類で初めて、

料金の支払いに Pay-easy（

ペイジー）が利用できるこ

とを知りました。 

Pay-easy（ペイジー）が

利用できることを都立図書

館のホームページに掲載し

てください。 

この度の御意見を踏まえ

まして、郵送による複写サ

ービスの料金の支払方法に

ついて、パソコンやスマー

トフォン・ＡＴＭから支払

える Pay-easy（ペイジー）

のサービスが利用できるこ

とを都立図書館のホームペ

ージに掲載しました。 

都立図書館の歩道の街路

灯が早朝、深夜は消灯して

いると聞きました。この歩

道は、図書館への導入路だ

けでなく、隣の公園へもア

クセスが可能です。通行者

の安全確保のために、早朝、

深夜にも、この歩道の街路

灯を点灯してください。 

御指摘の歩道では、毎日

夜の９時半に樹木のライト

アップが消灯しています

が、保安灯を４月から９月

までは夕方６時から翌朝５

時まで点灯していること、

10 月から３月までは夕方

５時から翌朝５時半になる

ことを申出者に説明し、納

得を得ました。また、この

度の申出等を踏まえ、11月

からは保安灯の点灯時間を

翌朝６時までに延長しまし

た。 

 

◇寄せられた都民の声（感謝事例） 

○都立高校教諭の指導について 

子供が通っている都立高校の先生に大変感謝しています。勉強や進路のことを真剣に聞い

てくれるのはもちろん、その他のことでも適切な対応をしていただき、安心して子供を任せ

られます。このことを、校長先生にも伝えてください。 
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２　請願

（１）　分野別　件数内訳

上半期 下半期 計 上半期 下半期 計

　教 職 員 0 4 4 3 3 6

（割合） 0.0% 21.1% 8.9% 50.0% 60.0% 54.5%

　生徒指導 26 1 27 2 0 2

（割合） 100.0% 5.3% 60.0% 33.3% 0.0% 18.2%

　学校運営 0 14 14 1 1 2

（割合） 0.0% 73.7% 31.1% 16.7% 20.0% 18.2%

　教育施設 0 0 0 0 0 0

（割合） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　社会教育 0 0 0 0 0 0

（割合） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　健康管理 0 0 0 0 0 0

（割合） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　福利厚生 0 0 0 0 0 0

（割合） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　そ の 他 0 0 0 0 1 1

（割合） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 9.1%

26 19 45 6 5 11

0.0%

1

12.5%

計 8

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

12.5%

4

50.0%

2

25.0%

0

分　類
２７年度 ２８年度 ２９年度

上半期

1

２９年度上半期の分野別件数では、「生徒指導」に関するものが４件、「学校運営」に関

するものが２件、「教職員」に関するものと「その他」が各１件である。
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（２） 分野別の事例 

分  野 概    要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【都立高校定時制の募集継続を求める請願】 

 東京都立雪谷高校定時制の募集継続を求めます。 

 

《請願者への通知》 

 東京都教育委員会は、平成 28 年２月 12 日に開催された平成 28 年第３

回東京都教育委員会定例会において、都立高校改革推進計画・新実施計

画を策定し、この中で、以下の理由により、雪谷高校の定時制課程を閉

課程することを決定したところです。 

 このことについて、新実施計画策定後、夜間定時制課程の入学者選抜

の状況は、第一次募集の応募倍率については、募集人員を減らしたこと

により、平成 28 年度の 0.38 倍から平成 29 年度は 0.39 倍と上昇しまし

たが、応募者数は平成 28 年度の 912 人から平成 29 年度は 799 人と減少

しており、夜間定時制課程を取り巻く現状と課題は新実施計画の策定時

と比べ特段の変化は見受けられない状況です。 

また、雪谷高校定時制課程への入学者数は、10 人以下の状況が続いて

おり、今後とも応募者の増える見込みは薄いと考えます。 

 このため、東京都教育委員会は、新実施計画の着実な実施により、チ

ャレンジスクールの新設やチャレンジスクールと昼夜間定時制高校の規

模拡大を行い、その進捗や夜間定時制高校の応募倍率の推移などの状況

を考慮しながら、雪谷高校の夜間定時制課程を閉課程し、都立高校定時

制課程の改善・充実を進めていきます。 
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生徒指導 

 

【小学校道徳教科書採択に関する請願】 

１ 教科書採択にあたっては、政治的圧力や思惑を排し、学校現場の意見

を十分に尊重して採択すること。 
２ 2018 年度用の都立特別支援学校小学部の道徳教科書の採択にあたっ

ては、当該学校生徒の実態をふまえて、それぞれの学校がもっともふさ

わしいとして要望した教科書を東京都教育委員会は採択すること。 
３ 特に問題が各方面から指摘されている教育出版の小学校道徳教科書

は、採択しないこと。 
４ 他県のように、教育委員会で直接この請願趣旨が述べられるようにす

ることを求める。少なくとも、事務局止まりではなくこの請願が、教育

委員の皆様に伝えられ、委員会で議論し、回答されることを求める。 
 

《請願者への通知》 

 都立学校で使用する教科書その他教材の取扱いに関することは、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 21

条第６号の規定により、都教育委員会が管理し、執行するものとされて

います。 

 また、都立の義務教育諸学校で使用する教科用図書の採択に当たって

は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和 38 年法

律第 182 号）第 13 条第２項の規定により、あらかじめ学校関係者、教育

委員会関係者及び学識経験者等で構成される教科用図書選定審議会の意

見をきいて行うものとされています。 

 都教育委員会は、都立特別支援学校（小学部）で使用する教科書の採

択に当たり、教科書見本はもとより、東京都教科用図書選定審議会から

答申を受けた教科書調査研究資料及び教科書採択資料等を参考にして慎

重に検討を行い、最も適切な教科書を採択しております。 

 都教育委員会は、今後とも、法令等の規定に基づき、採択権者の責任

と権限において適正かつ公正に教科書採択を行ってまいります。 
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３　陳情等（団体要請）

（１）　分野別　件数内訳

上半期 下半期 計 上半期 下半期 計

　教 職 員 55 21 76 45 15 60

（割合） 55.0% 35.4% 49.4% 50.0% 37.5% 46.2%

　生徒指導 18 3 21 10 1 11

（割合） 18.0% 6.3% 13.6% 11.1% 2.5% 8.5%

　学校運営 22 25 47 31 21 52

（割合） 22.0% 50.0% 30.5% 34.4% 52.5% 40.0%

　教育施設 1 1 2 1 1 2

（割合） 1.0% 2.1% 1.3% 1.1% 2.5% 1.5%

　社会教育 1 1 2 0 0 0

（割合） 1.0% 2.1% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0%

　健康管理 0 0 0 0 0 0

（割合） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　福利厚生 3 3 6 2 2 4

（割合） 3.0% 4.2% 3.9% 2.3% 5.0% 3.1%

　そ の 他 0 0 0 1 0 1

（割合） 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% 0.8%

100 54 154 90 40 130

1

1.7%

0

0.0%

計 58

1

1.7%

0

0.0%

0

0.0%

19

32.8%

5

8.6%

32

55.2%

分　類
２７年度 ２８年度 ２９年度

上半期

２９年度上半期の分野別件数では、｢学校運営」に関するものが３２件（５５．２％）で
最も多く、そのうち｢学校教育の充実について」が１９件である。

２番目は｢教職員」に関するものが１９件（３２．８％）であり、そのうち｢国旗掲揚・国
歌斉唱と教員の処分について」が１８件である。
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（２） 分野別の事例 

分  野 概    要 

学校運営 

【特別支援教育の充実を求める要請】 

  「東京都特別支援教育推進計画」第二期第一次実施計画が策定され、

今年度から実施されます。この計画が、障害のある子どもたちにとっ

てゆたかな教育保障になることを強く願い、東京都教育委員会が、子

どもの人権尊重、教育権保障のために要望の一刻も早い実現をはかる

ことを求めるものです。 

（主な要請項目） 

・都独自の特別支援学校「設置基準」の策定 ・教室不足の解消 

・重度・重複学級の設置 ・十分な教員の配置 ・常勤看護師の増員  

・栄養士の複数配置  ・寄宿舎の新設  ・施設設備の改善 

・スクールバス乗務員への研修、講習会の実施  

・学校介護職員の正規職員化 ・病弱教育の充実 ・副籍の推進  

・医療的ケアを必要とする子供の支援の充実 

教職員 

【国旗掲揚・国歌斉唱と教員の処分に関する要請】 

・「君が代」斉唱時に起立しなかったことを理由に都立高校教員に対する

懲戒処分を決定し、処分発令したことに対し、その撤回を求める。 

・被処分者に対して受講命令を発した、服務事故再発防止研修を直ちに

中止するよう求める。 
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４　公益通報制度

（１）　窓口別　受理件数内訳

上半期 下半期 計 上半期 下半期 計

0 0 0 0 0 0

5 16 21 10 18 28

5 16 21 10 18 28

（2）　弁護士窓口受理分に係る処理状況

＜平成２８年度受理分＞

0

14

14

＜平成２9年度上半期受理分＞

0

8

8

弁 護 士 窓 口 10

計 10

分　類
２７年度 ２８年度 ２９年度

上半期

教育庁等窓口 0

6

区　分
調査終了した案件

調査中の
案件

計
是正措置を行う
必要があるもの

法令等違反に
当たらないもの

調査中の
案件是正措置を行う

必要があるもの
法令等違反に
当たらないもの

都の事務・事業に関すること 0 1 1

職員の服務等に関すること 7

職員の服務等に関すること

27

2 10

計 7 7 28

区　分
調査終了した案件

0

計

計 0 2 10

都の事務・事業に関すること 0 0 0
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